
2025.5 月号15 14広報みはま

〒 919-1192　美浜町郷市25-25

�☎　0770-32-1111( 代表 )

FAX　0770-32-1115( 代表 )

HP����https://www.town.fukui-

������mihama.lg.jp/

情報BOX
Mihama Information 

美浜町役場

Mihama　Information

お
知
ら
せ

　

町
で
は
、
身
体
障
が
い
者
の
方
等
に
対

し
、
軽
自
動
車
税(

種
別
割)

の
減
免
制

度
を
設
け
て
い
ま
す
。

　

行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
進
め
る
基
盤
整

備
の
た
め
、
戸
籍
に
氏
名
の
振
り
仮
名
が

記
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
令
和

7
年
5
月
26
日
以
降
、
戸
籍
に
記
載
さ
れ

る
予
定
の
振
り
仮
名
が
、
本
籍
地
の
市
区

町
村
か
ら
通
知
さ
れ
ま
す
。
通
知
さ
れ
た

振
り
仮
名
が
正
し
い
場
合
は
、
届
け
出
を

し
な
く
て
も
令
和
8
年
5
月
26
日
以
降

に
、
通
知
さ
れ
た
振
り
仮
名
が
戸
籍
に
記

載
さ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
、
法
務
省
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

・
障
が
い
者
が
所
有
す
る
車
両

・
18
歳
未
満
の
障
が
い
者
の
た
め
に
、
生
計

  

を
一
に
す
る
方
が
所
有
し
運
転
す
る
車
両

・
そ
の
構
造
が
専
ら
障
が
い
者
等
の
利
用
に

  

供
す
る
た
め
の
車
両(

車
椅
子
移
動
車
等)

軽
自
動
車
税(

種
別
割)

の

減
免
申
請
に
つ
い
て

戸
籍
に
氏
名
の
振
り
仮
名
が

記
載
さ
れ
ま
す

●

該
当
車
両

※
軽
自
動
車･

普
通
車
合
わ
せ
て
1
人
1
台
の

み
対
象
の
た
め
、
普
通
車
や
別
の
軽
自
動
車

で
、
す
で
に
減
免
を
受
け
て
い
る
方
は
減
免

を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

※
減
免
の
対
象
と
な
る
障
が
い
者
の
等
級
に
は

決
ま
り
が
あ
り
ま
す
。

●

申
請
に
必
要
な
も
の

　

①
納
税
通
知
書

　

②
車
検
証

　

③
運
転
免
許
証

　

④
身
体
障
害
者
手
帳
等

●

申
請
期
限　

5
月
26
日(

月)

ま
で

　
　

町
税
務
課(

担
当･

青
池)

☎
32
︲
６
７
０
２

問

　
　

町
住
民
環
境
課(

担
当･

山
本)

☎
32
︲
６
７
０
３

問

※
軽
自
動
車
税(

種
別
割)

の
納
期
限
7
日
前
ま
で

※
納
税
通
知
書
は
5
月
中
旬
発
送
予
定

※
本
籍
地
の
市
区
町
村
か
ら
通
知
さ
れ
る
時
期

は
、
本
籍
地
ご
と
に
異
な
り
ま
す
。

　

町
で
は
、
自
転
車
を
利
用
す
る
町
民
の

皆
さ
ん
に
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
着
用
を
促
進
す
る

た
め
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入
に
係
る
費
用
の
一

部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
度
、
道
路
交
通
法
の
改
正
に
よ
り
、

自
転
車
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
が
児
童
ま
た
は

幼
児
か
ら
全
国
民
を
対
象
に
努
力
義
務
と

な
っ
た
こ
と
か
ら
、
自
転
車
ヘ
ル
メ
ッ
ト
購

入
費
補
助
金
の
対
象
者
を
全
町
民
と
す
る

要
綱
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

自
転
車
ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入
費
補
助
金

交
付
要
綱
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
　

町
住
民
環
境
課(

担
当･

和
多
田)

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
32
︲
６
７
０
３

問
　

購
入
価
格
の
2
分
の
1

(

１
０
０
円
未
満
切
り
捨
て)

　

限
度
額　

3
,
０
０
０
円

●

金
額(

変
更
な
し)

　

町
内
に
住
所
を
有
す
る
方
で
、
町
税
等

を
滞
納
し
て
い
な
い
者

●

対
象
者(

改
正
後)

　

Ｓ
Ｇ
マ
ー
ク
が
貼
付
さ
れ
た
新
品
の
自

転
車
ヘ
ル
メ
ッ
ト

●

対
象
ヘ
ル
メ
ッ
ト(

変
更
な
し)

　

申
請
方
法
等
の
詳
細
は
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●

そ
の
他

◎ 2 次系配管の点検

◎ 2 次系配管の取替

　関西電力が定めた ｢2次系配管肉厚の管理指針 ｣に基づき、2,504カ所の点検対象部位のうち、282カ

所について、超音波検査 (肉厚測定 )を実施します。あわせて、高圧排気管 (高圧タービンから湿分分離加

熱器までの配管 )の直管部 32カ所について、配管内面から目視点検を実施し、配管内面に減肉が認められ

れば、追加で超音波検査を実施します。

　過去の点検において減肉傾向が確認された部位9カ所、配管取り換え時の作業性を勘案した部位43カ所、

今後の保守性を考慮した部位 76カ所、合計 128カ所を耐食性に優れたステンレス鋼または低合金網の配

管に取り替えます。

｢2次系配管肉厚の管理指針 ｣
の点検対象部位 今回点検実施部位

主要点検部位 1,489 224

その他部位 1,015 58

合　計 2,504 282

＜２次系配管肉厚の管理指針に基づく超音波検査 ( 肉厚測定 ) 部位＞

管に取り替えます。

美
し
美
浜
の
地
域
愛
活
動
を
行
う

団
体
を
表
彰
し
ま
す

　

町
で
は
、
町
民
の
地
域
を
愛
す
る
気
持

ち
の
醸
成
を
目
的
に
、
継
続
的
に
社
会
貢

献
活
動
を
行
っ
て
い
る
団
体
及
び
地
域
愛

の
醸
成
に
資
す
る
活
動
を
行
っ
て
い
る
団

体
を
表
彰
し
ま
す
。

次
の
い
ず
れ
の
要
件
も
満
た
す
団
体

・
町
内
に
お
い
て
、
自
発
的
に
社
会
貢
献

活
動
を
行
っ
て
い
る
団
体

・
町
内
に
お
け
る
活
動
を
概
ね
10
年
以
上

継
続
し
、
今
後
よ
り
一
層
の
活
動
が
見

込
ま
れ
る
団
体

●

表
彰
基
準
①

次
の
い
ず
れ
の
要
件
も
満
た
す
団
体

・
町
内
に
お
い
て
、
地
域
や
次
代
を
担
う
人

材
育
成
に
寄
与
し
、
郷
土
へ
の
誇
り
と
愛

着
心
を
育
む
活
動
を
行
っ
て
い
る
団
体

・
町
内
に
お
け
る
活
動
を
概
ね
3
年
以
上

継
続
し
て
お
り
、
今
後
よ
り
一
層
の
活

動
が
見
込
ま
れ
る
団
体

●

表
彰
基
準
②

　

表
彰
基
準
を
満
た
す
団
体
が
あ
る
と
き

は
、
町
民
や
町
内
団
体
、
行
政
等
が
推
薦

書
に
よ
り
推
薦
し
ま
す
。

●

推
薦
方
法

●

表
彰
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

町
ま
ち
づ
く
り
推
進
課(

担
当
・
萩
原)

☎
32
︲
６
７
０
１

問 ・
推
薦
書
の
提
出　

8
月
29
日(

金)

・
表
彰
審
査
委
員
会　

9
月
~
10
月

・
表
彰
式　

11
月
頃

※
推
薦
書
の
様
式
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
取
得
で

き
ま
す
。

※
表
彰
を
公
正
か
つ
適
正
に
行
う
た
め
、
表
彰
審
査
委

員
会
を
設
置
し
ま
す
。

①�過去の点検で減肉傾向が確認されている

ため計画的に取り替える箇所 (9カ所 )

炭素鋼　　　　⇒�　ステンレス鋼　３カ所　
　�　　　����������　���低合金鋼　　����５カ所
ステンレス鋼　�⇒����ステンレス鋼�����１カ所

②配管取り替え時の作業性を勘案して

　　取り替える箇所 (43カ所 )

炭素鋼　　　　⇒　ステンレス鋼���4カ所
　　�　　　�����������低合金鋼　����32カ所
ステンレス鋼　⇒���ステンレス鋼����7カ所

③�今後の保守性を考慮して取り替える　

箇所 (76カ所 )

炭素鋼　　⇒　ステンレス鋼�20カ所
　　�　�����������低合金鋼　　�56カ所

【取替理由】
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※お問い合わせ先　　町住民環境課 ( 担当・和多田 ) ☎ 32‐6703

　令和7年度の狂犬病の予防集合注射を次の日程で
行います。犬を飼っている方は、右記最寄りの会場
で受けてください。

会　場 時　間

すがはま生協 �9:30�～�9:37

佐田公民館 ��9:45�～10:00

農村婦人の家(山上) 10:05�～10:15

坂尻消防小屋前 ��10:23�～10:30

新庄山村開発センター 10:45�～10:55

上野生活改善センター 11:05�～11:15

木野担い手センター 11:25�～11:32

町役場前 13:10�～13:30

大藪生活改善センター 13:45�～13:50�

日向バス停 14:00�～14:13

久々子生活改善センター 14:27�～14:35

体育センター(久々子) 14:45�～14:55

区　分 料　金

犬の登録手数料 3,000円

予防注射料金 2,950円

注射済票交付手数料 550円

合　　計 6,500円

区　分 料　金

予防注射料金 2,950円

注射済票交付手数料 550円

合　　計 3,500円

■ 接種日時･場所

▼注射のみの場合

▼新規登録の場合

※お釣りがないようご協力をお願いします。

狂犬病予防集合注射
の日程をお知らせします

※�会場には、予定時間より早めにお集まりいただ
くようお願いします。

5月13日(火)

※お問い合わせ先 町エネルギー政策課 危機管理対策室(担当・真田) ☎32‐6716

実 施 日 時 情報伝達手段 放 送 内 容

5月28日(水)

午前11時頃
屋外スピーカー

防災情報伝達システムを用いた全国一斉の

注)当日は、美浜町以外の地域でも、全国一斉に伝達試験が実施されます。

緊 急 情 報 の 伝 達 試 験 を 実 施 し ま す

<国民保護サイレン>

｢これは、Jアラートのテストです。｣　(3回)

こちらは、防災美浜町です。

※お問い合わせ先　 町住民環境課 ( 担当 ･ 和多田 )　☎ 32‐6703

連休中のごみ収集･受け入れのお知らせ

ごみ収集 敦賀市清掃センターへの持ち込み

5
月

1日(木)

通常どおり収集 午前8時30分～午後4時30分

2日(金)

3日(土)

× ×4日(日)

5日(月)

6日(火) 通常どおり収集 午前8時30分～正午

7日(水) 通常どおり収集 午前8時30分～午後4時30分

■�敦賀市清掃センターの
　受け入れについて

午前8時 30分～午後4時 30分
◎平日

◎土日祝日
午前8時 30分～正午

※ ��12 月 29日、30日は
　�午前 8時 30分～午後3時

◎休業日
第3日曜日、5月 3日～ 5日、
12月 31日～ 1月 3日

■連休中のごみ収集 ･持ち込み

令和 7 年 美浜町区長名簿
　令和7年の各区長 ･自治会長は、次の方々です。(敬称略 )

行政区名 氏　　名 行政区名 氏　　名 行政区名 氏　　名

早　瀬 藤　間　豊　幸 和　田 伊　藤　定　雄 小　倉 山　口　博　孝

笹　田 田　辺　　　正 木　野 金　松　治　和 栄 仲　島　太　一

日　向 渡　邉　權十郎 佐　柿 上　村　康　弘 坂　尻 田　邉　聖　一

気　山 山　口　尚　大 麻　生 中　谷　喜　好 山　上 和　田　　　肇

大　薮 田　辺　秀　則 中　寺 水　田　久　志 太　田 山　口　伊佐雄

金　山 中　川　保　豊 宮　代 村　上　篤　志 佐　田 新　野　敬一郎

久　保 浅　田　和　哉 小三ヶ 山　口　安　正 北　田 森　下　喜　嗣

郷　市 田　邉　　　正 新　庄 森　本　伸　彦 菅　浜 池　野　正　範

松　原 小　嶋　俊　明 野　口 森　田　善　雄 竹　波 伊　藤　善　幸

久々子 中　村　利紀雄 佐　野 大　塩　一　弘 丹　生 浜　野　利　彦

矢　筈 奥　村　　　風 上　野 前　田　啓　志 けやき台 北　原　雅　典

河原市 森　本　　　哲 興道寺 中　瀨　博　信 美し野 霜　中　一　生

南　市 竹　本　三代一 雲　谷 中　村　俊　彦

※お問い合わせ先　 町総務課 ( 担当 ･ 飯田 )　☎ 32‐6700

・�当日都合の悪い方は、年度内に動物病院で狂犬病予防
注射を必ず受けてください。狂犬病予防注射は、法律に
より1年に1回接種しなければなりません。

・�飼い犬の登録をしていない方は、予防集合注射会場ま
たは町住民環境課、動物病院で飼い犬の登録をしてく
ださい。登録は、生涯に１度ですので、既に登録済み
の方は予防注射のみ受けてください。

・�飼い犬が死亡したり、飼い主や住所等に変更があった
場合は、町住民環境課に届け出をお願いします。
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■申請方法
1．�申請書に必要事項を記入の上、JR美浜駅窓口にて切符の購入証明印を受けてください。
　��※申請書は美浜駅または町まちづくり推進課で入手できます。
�　�※毎週木曜日と年末年始(12月29日～1月3日)はJR美浜駅窓口が定休日のため、購入証明ができません。
2．証明後20日以内に、申請書をJR美浜駅にご提出ください。
　��※シニア利用者助成は、運転免許証または健康保険証の写しを添付してください。

※お問い合わせ先 町まちづくり推進課(担当･南) 　 ☎32‐6701

ＪＲ小浜線利用促進助成をご利用ください

助成事業名 対象者 助成額 限度額

団体旅行助成
(8人以上で構成する団体が、同じ
行程をもとに鉄道を利用した普通
団体旅行)

・町内に住所を有する者
団体割引後

運賃の5分の1

1人あたり

片道400円

学生団体等の助成
・町内の保育園児･小学生･中学生の

　団体(随行者含む)
小浜線区間の

運賃全額
なし

シニア利用者等の助成
・町内に住所を有する満65歳以上

　で、町税等の滞納がない者
　(その他助成との併用不可)

乗車券の

3分の1
1回の購入につき
1,000円/人

　�　町では、JR小浜線の利用促進を図るため、団体旅行を実施された方や学生、高齢者等に対し、

費用助成を実施しています。

■助成内容

●

緊
急
度
診
断
サ
イ
ト
で
診
断
で
き
ま
す

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ふ
る
さ
と

福
井
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
０
︲
３
５
６
５
︲
５
７
８
２

問 　

町
健
康
福
祉
課(

担
当
・
南)

☎
32
︲
６
７
０
４

問

募
集･

申
請
等

診断サイトは
こ ち ら か ら

■補助要件
○太陽光発電設備及び蓄電池設備をセットまたは太陽光発電設備を単独で導入すること
○Ｊ‐クレジット制度への登録や、FITまたはFIP制度の認定を取得しないこと
○補助対象設備で発電する電力量の30％以上を自家消費すること
○申請受付期間(予定)：令和7年5月1日(木)～10月31日(金)
○令和8年1月31日(土)までに設備の設置が完了できる方

※お問い合わせ先 町エネルギー政策課(担当･清水) 　 ☎32‐6716

ホームページ
はこちらから

住宅の太陽光・蓄電池設備の導入費を補助します
　�　町では、再生可能エネルギーの地産地消の取り組みを加速化し普及促進を図るた

め、住宅の屋根に太陽光発電設備を導入される方に対し経費の一部を補助します。

■補助内容

【太陽光発電設備】

①1kWあたりの補助金額 (工事費込・税抜 )��

���※ 1kWあたりの価格が7万円未満の場合はその金額

②補助上限　　　　　��(5kW)

【蓄電池設備】

①1kWhあたりの補助金額 (工事費込・税抜 )

���※ 1kWhあたりの価格に1/3 を乗じた額が5.1 万円未満の

　　場合はその金額。

②補助上限　　　　　　�  (5kWh)

太陽光発電設備と蓄電池設備をセットで導入する場合

7 万円

35 万円

25.5 万円

蓄電池設備を単独で導入する場合

①1kWあたりの補助金額 (工事費込・税抜 )　

���※ 1kWあたりの価格が5万円未満の場合はその金額

②補助上限　　　　　��(5kW)

5 万円

25 万円

太陽光発電設備を単独で導入する場合

5.1 万円

補助の対象外になりません
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■申請手続 ①検査を受ける医療･検診機関の検査料金を事前にお調べください。
②�加入している保険証の確認ができる書類を持参し、町健康福祉課窓口で申請書に必
要事項をご記入ください。

■助成期限 令和8年2月27日(金)までに請求してください。

①受診前に申請が必要です。※加入している健康保険を確認できる書類をご持参ください
�（疾患等をお持ちの方は、検査を受診できない場合もあるので、希望する医療機関に申請前にご確認ください。)

②�美浜町国民健康保険に加入されている方で、脳ドックの助成を受けられる予定の方は、
町住民環境課の脳ドック助成を優先していただきます。(令和7年4月号掲載)

■注意事項

■対象者� ・�令和7年度中に、50歳～74歳になる方で、本町に1年以上前から住所を有する方
　(申請日を基準とし、助成金の請求日まで引き続き本町の住民であること)
・各種医療保険の被保険者、被扶養者(医療保険制度の医療保険各法)
・町税等を完納している方(世帯員全員)

検査の種類 募集人数 助成限度額

PET‐CT検査(ほぼ全身のがんの発見に有効) 5人 29,000円

心臓ドック(心筋梗塞等の早期発見に有効) 2人 18,000円

脳ドック(脳梗塞等の早期発見に有効) 5人 16,000円

■助成内容 ・医療･検診機関で受診した検査料金の約3分の1を助成
・検査を複数受診した場合でも、それぞれの検査の助成限度額の範囲内で助成

※お問い合わせ先 町健康福祉課 ( 担当・中西 ) ☎ 32‐6704

　(申請日を基準とし、助成金の請求日まで引き続き本町の住民であること)

PET‐CT検査、心臓･脳ドックの検査費用を助成します


